
市
で
は
、
社
会
の
急
速
な
変
化
・

新
た
な
行
政
需
要
（
市
民
ニ
ー
ズ
）

に
的
確
に
対
応
し
つ
つ
、
継
続
的

に
進
め
て
い
る
職
員
数
の
削
減
に

伴
う
組
織
の
ス
リ
ム
化
を
進
め
る

た
め
、
四
月
一
日
か
ら
組
織
の
一

部
を
変
更
し
、
新
た
な
体
制
で
仕

事
に
臨
み
ま
す
。
 

 

こ
の
法
律
は
、
近
年
に
お
け
る

企
業
な
ど
の
法
令
違
反
行
為
が
、

社
会
に
対
し
回
復
し
が
た
い
影
響

を
及
ぼ
す
事
態
に
至
る
場
合
が
多

い
こ
と
、
ま
た
そ
の
一
方
で
、
そ

の
事
実
が
内
部
関
係
者
か
ら
の
通

報
を
契
機
に
発
覚
し
、
是
正
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
令

違
反
行
為
を
通
報
し
た
労
働
者
が
、

通
報
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
解

雇
な
ど
の
不
利
益
を
受
け
な
い
よ
う
、

公
益
通
報
者
の
保
護
に
つ
い
て
定

め
た
も
の
で
す
。
 

    事
業
者
に
つ
い
て
法
令
違
反
行

為
が
生
じ
、
ま
た
は
ま
さ
に
生
じ

よ
う
と
し
て
い
る
旨
を
そ
こ
で
働

く
労
働
者
が
、
不
正
の
目
的
で
な

く
、
事
業
者
内
部
・
行
政
機
関
・

事
業
者
外
部
に
通
報
す
る
こ
と
を

い
い
ま
す
。
 

  

正
社
員
、
派
遣
労
働
者
、
パ
ー

ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
が
含
ま
れ

ま
す
。
 

    ①
事
業
者
内
部
、
②
行
政
機
関

（
処
分
な
ど
の
権
限
の
あ
る
行
政

機
関
）、
③
事
業
者
外
部
（
報
道

機
関
、
消
費
者
団
体
な
ど
）
 

※
②
、③
に
対
し
て
通
報
す
る
場

合
は
、
通
報
内
容
が
真
実
で
あ
る

と
信
じ
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
こ

と
な
ど
、
通
報
先
ご
と
に
保
護
要

件
が
あ
り
ま
す
。
 

通
報
総
合
窓
口 

総
務
課
（
内
線
２
２
４
・
E
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
　kouekituho@

city. 
to
ki.lg
.jp

） 

詳
し
く
は
、
同
課
へ
ど
う
ぞ
。 


